
中核市市長会議 ㏌ 秋田 

（議事資料） 

日 時  令和６年 11 月１日（金） ９時 00 分～10時 30分 

会 場  秋田キャッスルホテル ４階「放光の間」 

＜ 目 次 ＞ 

議 事 

（１）令和６年度プロジェクト活動報告について

ア 多様な人材確保・働き方検討プロジェクト ........... Ｐ２ 

イ 公共施設の在り方検討プロジェクト ................. Ｐ４ 

ウ 地域公共交通の「リ・デザイン」の実現に向けた検討プロジェクト . Ｐ６

（２）税制改正要請について ................................. Ｐ８ 

（３）中核市市長会提言等の採択について ...................... 別冊 

ア 多様な人材確保及び働き方改革にかかる提言

イ 公共施設等の整備等に関する提言

ウ 地域公共交通の「リ・デザイン」の実現に向けた提言

エ 令和７年度税制改正に関する要請

（４）緊急要望について ................................. 別紙資料 

（５）中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会について ....... Ｐ９ 

（６）指定都市市長会との連携事業について .................... Ｐ10 

（７）地方分権改革に関する提案募集について .................. Ｐ11 

（８）令和７年度事業計画案について .......................... Ｐ18 

（９）「中核市サミット2025㏌福井」の開催について ............. Ｐ20 

（10）その他 ............................................... Ｐ21 

1



2



3



⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

4



⚫

5



【資料１－３】 

地域公共交通の｢リ･デザイン｣の実現に向けた検討プロジェクト 

活動経過報告 
 

１．研究テーマ及び目的等について 

研 究 

テーマ 

地域公共交通の「リ・デザイン」による持続可能なまちづくりを目指し、その実

現に向けた取組の検討について 

目 的 

 地方の公共交通は人口減少や車社会の進展等に加え、コロナ禍の影響で交通事

業者の経営が悪化するなど、危機に直面している。 

 その中でも、バス・タクシーの運転者不足は深刻であり、それに伴い、路線バ

スの維持・確保やタクシーの需要に応じた供給が困難になってきている。 

 国においても、令和５年６月に国土交通省の交通審議会において、『地域公共交

通の「リ・デザイン」の実現に向けた新たな制度的枠組み等に関する基本的な考

え方』が示されるなど、地域公共交通活性化に向けた議論が継続されている。 

 これからの地域公共交通においては、交通事業者をはじめ、多様な主体と連携・

協働しながら、より最適な交通ネットワークを再構築するとともに、デジタル技

術を有効に活用し、新たな移動需要にも応えられる利便性・生産性の高い交通手

段を創出することが求められている。 

 本プロジェクトでは、地域公共交通の「リ・デザイン」による持続可能なまち

づくりを目指し、その実現に向けた各市の取組や課題等を整理し、国に対しても

必要な支援等に係る提言を行うことを目的とする。 

内 容 

 本プロジェクトでは、各市が抱える課題、それを踏まえた取組や先進自治体の

事例について情報共有を図り、解決策を模索するとともに、実現にあたっての課

題や必要な国の支援等について提言をまとめる。 

 

 

２．これまでの活動状況 

（１）第１回プロジェクト会議に向けた準備（４～５月） 

・活動計画(案)の作成 

・各市の取組事例や課題等について調査 

（２）第１回プロジェクト会議（５月２２日） 

・活動計画(案)の承認 

・各市との意見交換 

（３）提言(素案)の作成（６～７月） 

・各市調査結果及び第１回プロジェクト会議でのご意見を踏まえ、提言(素案たたき台)作成 

・提言(素案たたき台)に関する意見照会（６月２１日～７月２日） 

・交通政策担当課との意見交換会の実施（６月２７日） 

・提言(素案)の作成 

・提言(素案)に関する意見照会（７月２３日～８月８日）  
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（４）第２回プロジェクト会議（８月３０日～９月５日） 

・提言(素案)及び重点項目について意見交換(書面開催) 

（５）提言(案)の作成（９～１０月） 

・第２回プロジェクト会議の意見を踏まえ、提言(案)を作成 

・提言(案)に関する意見照会（９月７日～１３日） 

・重点項目確認票提出（国土交通省） 

・提言(案)について全会員市へ意見照会（１０月２日～１１日） 

（６）第３回プロジェクト会議（１０月３１日） 

・提言(案)について意見交換、承認 

 

 

３．提言(案)の概要 

１ 地域公共交通の再構築・最適化 

（１）地域公共交通ネットワークの再構築・最適化 

（２）路線バス・コミュニティバスの維持・確保 

２ 交通ＤＸの推進 

（１）ＭａａＳ 

（２）自動運転 

（３）ＡＩオンデマンド交通 

（４）ライドシェア 

３ バス・タクシーの新たな担い手確保策 

（１）運転者の確保・育成 

（２）運転者の処遇改善等 

４ その他 

（１）行政職員の育成 

（２）公共交通関係予算の拡大 

（３）新たな自主財源の確保 

 

 

４．今後の活動予定 

（１）市長会議（１１月１日） 

・提言(案)の採択 

（２）提言活動（１１月１３日） 

・国への提言活動 
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【資料２】 

中核市市長会「税制改正要請」について 

 

１ 「令和７年度税制改正に関する要請」の作成過程について 

 

(1)草案作成 
・ 要請案を会員市から募集し，新規・継続・削除事項を検討 

・ 要請草案を取りまとめ，役員市に確認を行い作成 

(2)原案作成 

・ 要請草案に対する意見を会員市から募集し，提出された意見

の反映等について検討 

・ 役員市に確認を行った後，会員市へ原案を提示し，最終調整 

   

 

２ 「令和７年度税制改正に関する要請（案）」について 

※「令和７年度税制改正に関する要請（案）」（別冊資料参照） 

 

 

３ 今後の予定について 

１１月１日（本日） 

 

１１月１３日（予定） 

中核市市長会議に提案 

 

与党・政府関係機関への要請活動 
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中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会について 

 

１ 会員勉強会の開催 

・中核市市長会に対する理解の深化、協力促進などを目的とした勉強会 

  ・開催中止（今後の方針については役員市等と協議） 

 

２ 情報提供活動の実施 

・メールマガジンの配信（定期発信） 

・中核市市長会パンフレットの配付 

・提言書の配付 

・会員市による加入の働きかけ 

【資料３】 

 

9



指定都市市長会との連携事業について 

 

１ 二市長会共同提言(１１月１９日実施予定) 

 

「国の施策及び予算に関する指定都市市長会・中核市市長会共同提言」 

大項目 中項目 

重点提言 
●こども・子育て政策の充実 

●デジタル・トランスフォーメーションの実現に向けた取組の推進 

通常提言 

●脱炭素社会の実現 

●物価高への対応に要する財政措置等 

●地方創生の一層の推進と東京一極集中の是正 

●二市長会との定期的な協議の場の設置 

●地方分権・地方制度改革の一層の推進 

●地方税財政制度の再構築 

●災害復旧・復興や安全・安心な施設整備に向けた財政措置の拡充等 

 

【提言先】 

こども家庭庁、文部科学省、デジタル庁へ要請活動を実施予定 

【参加者】 

指定都市市長会 会長：神戸市 担当：新潟市 

中核市市長会   会長：福島市 担当：豊中市 

 

２ 二市長会連携職員勉強会 

下記の案で計画中 

日時：令和７年１月下旬 

場所：大阪府大阪市 

テーマ：公民連携 

【資料４】 
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令和６年 地方分権改革に関する提案募集への対応について 

 

「令和６年 地方分権改革に関する提案募集」への中核市市長会としての対応については、書面協議

と内閣府との事前調整により、「重点募集テーマ（デジタル化）」に関する提案１件と「その他」に関する

提案２件を選定し、内閣府に提案した。 

本会からの提案案件３件について、関係府省からの回答状況と今後のスケジュールを報告するもの

である。 

 

１ 本会提案に対する内閣府の区分について 

   ６月２４日に開催された「地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議」での決定に

より、本会からの提案は表 1のとおり区分されている。この結果、「内閣府と関係府省との間で調整

を行う提案」に選定された３件について、現在検討が進められている状況である。 

 

 （表１） 

 中核市市長会提案案件 内閣府区分 

① 住民票の写し等の各種証明書の電子的な交付を可
能とすること 

内閣府と関係府省との間で調整を行う提案 ② 学校教育法施行令第９条第２項に基づく区域外就学
に係る協議の簡略化 

③ 災害時において課税情報が利用できる事務の対象
拡大 

 

２ 関係府省からの回答への対応状況について 

７月９日に、内閣府を通じて関係府省からの第１次回答が公表されたことを受け、会員市に意見照会を

行い、「第１次回答に対する本会の見解」を７月２５日に内閣府へ提出した。それを踏まえ、内閣府から、

「提案に対する関係府省への再検討要請」が行われ、関係府省からの第２次回答が９月 13日に公表され

た。 

 

３ 関係府省からの回答及び本会の見解について 

関係府省からの第１次回答及び第２次回答、第１次回答に対する本会の見解は、次の提案①～③のと

おりである。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【資料５】 
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提案① 

住民票の写し等の各種証明書の電子的な交付を可能とすること 

 

中核市市長会（提案元：西宮市） 

■求める措置の具体的内容 
 住民票の写し等の各種証明書について、住民の利便性の向上、行政の効率化等の観点から、電子的
な交付が可能となるよう、関係法令の規定を整備すること。 

 

デジタル庁、総務省からの第１次回答 

住民票の写し等については、主に住民票記載の４情報（氏名、性別、生年月日、住所）が必要な公的
機関や民間企業に提出するために、取得しているものと考えられるが、４情報については、公的機関
については住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、民間企業についてはマイナンバーカード
の利用により、取得が可能となっているため、これらの利用拡大を行うことにより、住民票の写し等
の交付件数を削減することが可能と考えられる。 

 

中核市市長会からの見解 

第１次回答には、「住民基本台帳ネットワークシステム…マイナンバーカード…の利用拡大を行うこ
とにより、住民票の写し等の交付件数を削減することが可能」とあるが、住民基本台帳ネットワークシ
ステムの利用が可能な事務は住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の別表第２の下欄及び別表
第４の下欄に規定されたものだけであり、利用場面が限定的であることに加え、犯罪収益移転防止法
（平成 19年法律第22号）に基づく本人確認においてマイナンバーカードを利用している民間企業で
も、その他の手続では住民票の写し等（世帯構成員に関する情報を含む。）を求めている例があるな
ど、現行法令の下で住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバーカードの利用拡大に係る策を
講じたところで、住民票の写し等の交付件数の削減効果は限定的であると考えられる。 
本提案は、こうした課題を抜本的に解消する観点から、住民票の写し等の各種証明書の電子的な交

付が可能となるよう所要の制度整備等を求めるものであるが、第１次回答には電子的な交付に関す
る具体的な見解等が全く記載されていない。交付件数が比較的多い公的な証明書の中でも、戸籍謄
本等や各種税証明については電子的な交付が一部可能となるよう法令上も措置されている一方で、
住民票の写し等が措置されていないのはいかなる根拠や理由によるものなのかについて説明いただ
くことは本提案に関する議論を行う上での前提であり、そうした説明を欠いた今回の回答は当会とし
て到底納得のできるものではなく、畢竟、住民票の写し等の各種証明書の電子的な交付を求め続け
るほかない。 

 

デジタル庁、総務省からの第２次回答 

まずは、官民における住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバーカードの利用による住民票
記載の４情報（氏名、性別、生年月日、住所）のオンライン取得を促進し、住民票の写し等の交付件数の
削減に取り組む。特に、既に住基ネットを利用可能となっている事務については、各機関に対し、住基
ネットの利用を徹底するよう令和６年度中に通知を行う。その上で、住民票の写し等の電子的交付に
ついては、各種公的証明書における電子的交付の状況を踏まえ、改ざん防止措置の確実な実施やセ
キュリティの適切な確保等の技術的な課題、費用対効果等の観点を含め検討を行う。 
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提案② 

学校教育法施行令第９条第２項に基づく区域外就学に係る協議の簡略化 

 

中核市市長会（提案元：豊中市） 

■求める措置の具体的内容 
学校教育法施行令第９条第２項「市町村の教育委員会は、（中略）協議するものとする。」とあるの

を、「市町村の教育委員会は、（中略）通知するものとする。ただし、家庭環境等の特別な事情により、
受け入れる学校や児童・生徒への配慮の必要性がある場合は事前協議をするものとする」に改める。 

DV 事案等事前協議を要する場合や万が一疑義がある場合等については、市区町村が同一ルール
のもと事務処理を行えるよう、全国的に統一した事務要領・判断基準等を示されたい。 

 

文部科学省からの第１次回答 

国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び
相互の協力の下、その実施に責任を負うこととされている（教育基本法第５条第３項）。義務教育段階
の学校教育の実施については、第一次的には住所地の市町村に責任があり、市町村教育委員会は、
学校教育法第 38条及び第 49条に基づき、その区域内にある学齢児童生徒を就学させるに必要な
小中学校を設置しなければならないとされており、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童生
徒について、学校教育法施行令第１条から第 10 条までに基づき、住民基本台帳をもとに学齢簿を編
製し、就学校を指定する等の就学事務を行うこととされている。 
区域外就学を承諾する際の市町村教育委員会への協議は、各市町村にその区域内の学齢児童生徒

を就学させるのに必要な小中学校を設置する義務が課されていることを踏まえ、教育委員会の就学
事務や学校の教職員配置、施設・設備の管理などに支障をきたさないよう配慮したものであり、協議
がなく通知するのみでは、学校運営上混乱が生じる恐れがあるため、提案を受け入れることは難し
い。 
ただし、ご提案の協議に係る事務負担の軽減に向け、文書によらない簡便な方法を取ることが可能

であること等について、今後周知徹底を図りたい。 

 

中核市市長会からの見解 

学校教育法施行令第９条第２項に基づく協議は、各市区町村が設置者として負う義務を踏まえて、
教育委員会の就学事務や教職員配置、施設・設備管理等に支障なきよう配慮されたものではあるが、
その配慮条項が実務上の支障となり、多くの自治体において当該協議は形式上のやり取りとなって
いる実情がある。 
当該協議は形骸化しており、形だけのやり取りに終始している。形骸化の影響は、教育委員会にお

ける事務の効率性だけでなく、保護者や学校に対する円滑・迅速な通知をも阻害することに繋がって
いる。本提案は、簡略化したやり取りを原則とすることで、形骸化で生じる支障を解消し、行政の効率
化及び保護者等の利便性向上に資するもの。従前の形骸化した協議を簡略化することを示すため、ま
た、関係機関間での解釈の統一化を図るためにも、政令改正が必要である。 
なお、本提案においては、受け入れ側学校や児童・生徒への配慮が必要となる特別事情・事案等の

学校運営上混乱が生じる恐れのある場合については、事前協議をするものとしているため、御省の懸
念は払拭できるもの。 
しかしながら、御省が示す解釈によりこちらが考える支障が解消されるのであれば、政令改正の必

要はない。ただし、この場合においては、政令に「協議」という文言が残ることで、従前のとおり形式的
な事務処理を続ける教育委員会が発生し、やり取りを簡略化した教育委員会の業務効率化に支障な
きよう、文書にて解釈の周知徹底を図られたい。 
また、本提案にある「全国的に統一した事務要領・判断基準等」については、各市区町村教育委員会

が同一ルールのもと事務処理を行うことで効率化等が期待できるものであるため、解釈と併せて文
書により示されたい。 
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文部科学省からの第２次回答 

第１次回答のとおり、区域外就学を承諾する際の市町村教育委員会への協議は、各市町村にその区
域内の学齢児童生徒を就学させるのに必要な小中学校を設置する義務が課されていることを踏ま
え、教育委員会の就学事務や学校の教職員配置、施設・設備の管理などに支障をきたさないよう配慮
したものであり、協議がなく通知するのみでは、学校運営上混乱が生じる恐れがございます。実際、以
下の理由から、協議がなく通知のみでは支障が生じる可能性があるという教育委員会の声もあると
ころです。 
・協議を行うことで、市町村教育委員会間で認識誤りを防ぐことができる。 
・協議がなく通知が届くのみでは、学級編成や教職員の配置について急な対応が求められるなど、

学校運営上混乱が生じる恐れがある。 
・協議において、区域外就学の必要性を検討した結果、区域外就学を認めなかった例があり、住所

地の教育委員会において必要性を十分に判断できなくなる可能性がある。 
本提案の効果として、教育委員会担当者の負担軽減が期待されているところ、各自治体内におい

て「協議」に関する手続きを簡素化することについては、文部科学省としても是非推進していきたい
と考えています。学校教育法体系においては、本件にかかる事務手続きの詳細については定めてい
ないものの、いただいた提案には「書類受付」「公印押印」「郵送代」「書類の管理経費」等の記載があ
り、書類を基本としたやり取りが慣例化しており、それが事務手続きの煩雑さや負担を招いているも
のと推察されます。このため、本提案への対応として、データ（メール）でのやり取りを推進すること、
また公印付きの書面ではなくても、現在運用上実施されている「事前協議」を法令上の「協議」として
差し支えないこと等について、今後周知することとしたいと考えています。（念のため申し添えると、
就学事務は自治体が執行する事務であり、各自治体におけるルールに則って必要な手続きがなされ
るべきであることはもちろんです。） 
なお、DV 事例等事前協議を要する場合や万が一疑義がある場合については、別の事務要領・判断

基準等を提示することも提案いただいていますが、事例は個別性が高く、求められる配慮や区域外就
学の必要性が異なることから、基準を設けることは難しいと思われます。また、本件事務は市町村の
自治事務であるところ、無理に設けた統一的な基準の下、結果的に個別の協議の要否について市町
村教育委員会間で見解が分かれる事態が生じてしまうことは、かえって現場の混乱を招き、ひいて
は、児童生徒の教育機会の確保に支障をきたすことになりかねないと考えます。 
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提案③ 

災害時において課税情報が利用できる事務の対象拡大 

 

中核市市長会（提案元：大津市） 

■求める措置の具体的内容 
災害時に課税情報を利用する場合には、本人同意がなくとも利用できることを前提とし、合わせて

課税情報が利用できる対象に、罹災証明書の交付、被災者台帳の作成及び応急危険度判定を加える
ことを求める。 

 

 

内閣府、総務省、国土交通省からの第１次回答 

罹災証明書の交付のために行う被害認定調査に必要な限度の情報については、家屋の所有者の同
意がある場合に、地方税法の守秘義務に抵触することなく利用できることとしているが、同意がない
場合の取扱いとして、個別具体の状況（被災者の被害の状況とそれに応じた迅速な被害認定調査の
必要性及び緊急性、所有者の同意取得の困難さ等）に応じ、事案の重要性や緊急性、代替的手段の有
無、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案し、保護法益間の比較考量を慎重に行っ
た上で、情報提供の可否を判断いただいた上で利用できることも併せて示している。 
罹災証明書の交付については、被害認定調査において、固定資産課税台帳の情報の活用により、被

災者の住所、氏名、住家の所在地等の必要な情報が得られることから、さらに固定資産課税台帳の情
報が必要になる場面ではないと考えている。 
被災者台帳については、「被害認定結果」や「被害認定日」を記載するものであるが、これらは固定

資産課税台帳の情報の利用の有無に関わらず、被害認定調査の結果、得られる情報であり、これらが
固定資産課税台帳の情報に該当するものではないことから、固定資産課税台帳の情報が必要になる
場面ではないと考えている。 
応急危険度判定については、外観のみで被災した建築物の危険性を判定するものであり、固定資

産課税台帳の情報が必要になる場面ではないと考えている。 

 

中核市市長会からの見解 

本提案は能登半島地震の被災地において被害認定調査業務及び罹災証明書発行業務に従事した
職員の意見を踏まえ、災害時における早期の対応を図る目的で行うものである。 
本人同意のない課税情報の取扱いについては、被災直後の混乱した状況の中、個別具体の状況に

応じて、地方税法の守秘義務に抵触しないことを、各自治体で判断することは非常に困難であると考
えられるため、災害時には本人同意がなくとも課税情報を利用できることを前提とされたい。 
罹災証明書の交付については、課税情報の「家屋課税番号（家屋を認識する番号のこと）」を鍵とし

て、罹災証明書申請者に被害認定調査の結果を容易に照合させることができ、被害認定調査から罹
災証明書の交付までの期間が短縮され、正確性も増すことが期待できる。 
また、被災者台帳についても同様に、当該「家屋課税番号」を鍵として、被災者台帳の記載事項に掲

げられている「被害の状況」についての突合作業が迅速化され、住家が避難の必要な状況にあるの
か、罹災証明書の交付状況など、被災者の置かれている状況が被災者台帳から早期にわかるように
なる。 
能登半島地震の被災地応急危険度判定活動では、調査母数が非常に多く、１棟当たりの調査時間

は非常に短いものであった。このように、短期間での調査を求められる場合、外見で判断できない構
造種別や階数、用途などに対して調査票の記載は不完全なものが多くなることから、建物の被害情報
を被害認定調査と円滑に連携し迅速な罹災証明書の発行へとつなげるためにも「家屋課税番号」で統
一化することは非常に有効である。 
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内閣府、総務省、国土交通省からの第２次回答 

第１次回答のとおり、家屋の所有者の同意がない場合の具体的な取扱いは既に示しているところ
であり、当該取扱いをこれ以上具体化することは困難であると考える。 
御指摘の家屋課税番号については、法令上明確な定義がなく、付番の目的やその使用方法は団体

ごとに異なると考えられるが、固定資産課税台帳において他の課税情報と一体的に管理されている
情報として、一般的には課税情報に当たるものと考えられる。 
その前提に立つと、被害認定調査においては、家屋課税番号を用いて調査結果を管理することは

可能であるが、罹災証明書の交付、被災者台帳の作成及び被災建築物応急危険度判定における家屋
課税番号の利用は、地方税法第 22 条に抵触するおそれがある。このため、これらの事務において家
屋課税番号を利用する場合には、事案の重要性、緊急性等と私人の秘密保護との比較衡量を行うと
ともに、個別法に情報の提供の求めに係る規定を設ける必要がある。 
一方、応急危険度判定や被害認定調査の結果に関する情報の紐付け等により、被災者台帳の作成

を含む各事務を効率的に実施することは重要であることから、そのための方策について、関係省庁で
協議のうえ、検討を進めたいと考えている。なお、第１次回答のとおり、罹災証明書の交付、被災者台
帳の作成及び応急危険度判定の実施に際しては、課税情報が必要となるものではなく、また、応急危
険度判定の結果を被害認定調査に活用する場合には、例えば、家屋課税番号とは別の“通し番号”を
用いて被害認定調査の対象物件と応急危険度判定の対象物件を紐付けし、かつ、課税部局において
“通し番号”と家屋課税番号とを紐付けることや、建築計画概要書等を用いて建物情報を整理するこ
となどにより、効率的に情報を管理することができると考える。 
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４ 本会の対応と全体のスケジュールについて 

地方分権改革に関する提案募集に係る本会の対応状況及び全体のスケジュールは、表２のとおり

である。引き続き、内閣府と調整を行いながら、随時対応することとしている。 

（表 2） 

時期 
国（内閣府）の対応 中核市市長会としての対応 

重点募集テーマ その他の提案 重点募集テーマ その他の提案 

1月 下旬   

2月 

上旬   

中旬   

下旬   

3月 

上旬   

中旬   

下旬   

4月 

上旬  提案提出（～4/5） 

中旬   

下旬   

5月 

上旬  提案提出（～5/10） 

中旬   

下旬  総会にて提案提出について報告（5/22） 

6月 

上旬   

中旬   

下旬   

7月 

上旬    

中旬   

下旬    

8月 

上旬   

中旬   

下旬   

9月 

上旬   

中旬   

下旬   

10月 上旬    

11月 

上旬   

中旬   

下旬   

12月 

上旬   

中旬   

下旬   

提案可否に係る意向

調査（会員市へ） 

デ
ジ
タ
ル
行
財
政
改
革
会
議 

事
務
局
と
の
調
整 

対応方針案了承（有識者会議） 

対応方針決定（推進本部・閣議） 

追加共同提

案等の募集 

重点事項決定（有識者会議） 

関係府省からの第 1次回答に対する 

本会の見解作成⇒（7/25提出） 関係府省からの第１次ヒアリング 

ヒアリング状況等報告（有識者会議） 

関係府省からの第 2次ヒアリング 

中核市市長会議で状況報告 

中核市市長会議で状況報告 

関係府省からの第１次回答 

提案案件の照会 

（会員市へ） 

地方 6団体への意見照会回答 

（⇒7/19提出） 

内閣府と調整し、随時対応 

関係府省への検討要請 

募
集
期
間 

書面協議(会員市へ) 

関係府省への再検討要請 

募
集
期
間 

提案案件の照会 

（会員市へ） 

提案可否に係る意向

調査（会員市へ） 

書面協議(会員市へ) 

追加共同提案

等の募集 

17



令和７年度 事業計画案について 

 

１ 市長出席会議等 

（１）中核市市長会議 

・中核市市長会総会       【5月 23 日（金）（調整中）】 

・中核市市長会議        【8月】 

※ただし、市長間で協議すべき特段の案件がない場合は開催しない。 

・中核市市長会議       【福井市 10月 31日（金）】 

（２）プロジェクト会議   【3回程度開催（総会・市長会議の同日又は前日）】 

（３）中核市サミット 2025in福井  【福井市 10月 30日（木）】 

（４）総務大臣と中核市市長との懇談会   【8月（市長会議同日）】＜役員市、発言市等＞ 

（５）中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会 

・世話役議員と役員市長との懇談会【8月（市長会議同日）】＜役員市、担当市＞ 

・会員勉強会    【11 月】 

（６）役員市長会議  【4回程度開催（総会・市長会議同日及び令和 8年 1月）】＜役員市＞ 

（７）国及び関係機関に対する提言活動 ＜役員市、担当市＞ 

・国の施策及び予算に関する提言  【5月 23日（金）（調整中）】 

・プロジェクト提言   【11 月】 

・税制改正要請    【11 月】 

・国に対する緊急的な提言等   【随時】 

 

２ 関係団体との連携 

（１）指定都市市長会との連携 

・二市長会連携担当市長会議   ＜担当市＞ 

・会長・連携担当市長会議    ＜会長市、担当市＞ 

・二市長会連携事業職員勉強会   

（２）全国市長会等との連携【随時】 

 

※ ＜  ＞で出席市等を記載している会議以外は全市対象 

※ 開催地の記載のない行事は全て東京開催 

    

 

【資料６】 
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【令和７年度 主な会議等の予定】 

 
市長出席会議等 

4月  

5月 総会、プロジェクト会議（23日（調整中）） 

6月  

7月  

8月 総務大臣と中核市市長との懇談会、中核市市長会議、プロジェクト会議 

9月  

10月 
中核市サミット 2025in福井、プロジェクト会議（福井市 30日） 

中核市市長会議 in福井（福井市 31日） 

11月 国会議員の会勉強会 

12月  

1月  

2月  

3月  

※ 全市又は希望する会員市が出席対象となる会議のみ抜粋 
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１ 開 催 日 ： 令和７年１０月３０日（木）～１０月３１日（金） 

２ 開催場所 ： フェニックス・プラザ ほか 

３ 開催内容（案） 

日程 内容 

１日目 ○プロジェクト会議 

○中核市サミット 

 ・基調講演 

 ・パネルディスカッション ほか 

○レセプション  

２日目 ○中核市市長会議 

○行政視察  

 

 

 

   

  

    

   

 

 

 

【春】足羽川の桜並木          【夏】一乗谷朝倉氏遺跡 

 

 

 

   

  

  

  

 

  

【秋】養浩館庭園            【冬】福井駅の恐竜モニュメント 

「中核市サミット２０２５in福井」の開催について 

【資料７】 
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中核市市長会役員任期一覧 

 

地域ブロック 役職 令和６年度  任期  令和７年度  

― 会長 福島市長 
令和７年 

総会まで 
 

就任意志照会 

近畿 副会長 豊中市長 
令和７年 

総会まで 
 

北信越・東海 副会長 一宮市長 
令和７年 

総会まで 
⇒ 

北海道･東北 監事 旭川市長 
令和７年 

総会まで 
 

九州 監事 鹿児島市 
令和７年 

総会まで 
 

関東 副会長 水戸市長 
令和８年 

総会まで 
⇒ 水戸市長 

中国・四国 副会長 松江市長 
令和８年 

総会まで 
⇒ 松江市長 

― 

(会長推薦) 
副会長 松山市長 

令和８年 

総会まで 
⇒ 松山市長 

 

【資料８－１】 
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【議案第３号】 

 

令和７年度 東京事務所職員体制（派遣市等） 

 

 

 派遣資格等 令和６年度 
 

令和７年度 

所長 
会長市職員 

原則課長級相当 
福島市 

 

会長市 

副所長 
中核市職員 

原則係長級相当 

船橋市 

⇒ 

船橋市 

川越市 東大阪市 

所員 中核市職員 
中核市市長会 

採用職員 

 

中核市市長会 

採用職員 

 

【資料８－２】 
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令和６年１１月１日

総務省 自治行政局 公務員部 応援派遣室

⼤規模災害における
被災団体への職員派遣について

【資料８－３】
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派遣元 派遣先 職種

⼋王⼦市 ⽳⽔町 ⼟⽊職

横須賀市 ⾦沢市 建築職

福井市 輪島市 ⼟⽊職

福井市 珠洲市 ⼀般事務（被災者⽣活再建⽀援）

⻑野市 富⼭市 ⼟⽊職

⻑野市 射⽔市 ⼟⽊職

⻑野市 珠洲市 ⼀般事務（健康管理、公費解体、
制度説明窓⼝）、⼟⽊職

岐⾩市 輪島市 ⼟⽊職

豊橋市 ⾼岡市 ⼟⽊職

豊橋市 中能登町 ⼀般事務（復興計画）

岡崎市 ⾦沢市 ⼟⽊職

⼀宮市 ⾼岡市 ⼟⽊職

⼀宮市 珠洲市 ⼀般事務（健康管理）

豊⽥市 能登町 ⼟⽊職 1

令和６年度被災市町村への職員派遣について（中⻑期派遣）①

令和６年度における被災市町村への職員派遣について、中核市市⻑会の御協⼒をいただき、
下記表のとおり、中核市から被災市町村に職員派遣をいただきました。
派遣元 派遣先 職種

函館市 珠洲市 ⼀般事務（⽀援⾦給付）

旭川市 七尾市 ⼟⽊職

⻘森市 ⽳⽔町 ⼀般事務（公費解体）

盛岡市 陸前⾼⽥市 ⼀般事務（障害福祉業務）

盛岡市 能登町 ⼀般事務（廃棄物）

⼭形市 楢葉町 ⼟⽊職

⼭形市 ⾦沢市 ⼟⽊職

福島市 中能登町 ⼀般事務（公費解体）

郡⼭市 久留⽶市 ⼟⽊職

⾼崎市 ⾦沢市 ⼟⽊職

川越市 珠洲市 ⼀般事務（公費解体）

川⼝市 富岡町 保健師

越⾕市 富⼭市 ⼟⽊職

柏市 浪江町 ⼀般事務（移住推進等） 24



職員派遣をいただいたことに改めて感謝を申し上げます。
2

令和６年度被災市町村への職員派遣について（中⻑期派遣）②

派遣元 派遣先 職種

吹⽥市 輪島市 ⼀般事務（介護保険、障害福祉関
係）、⼟⽊

⾼槻市 能登町 ⼟⽊職

枚⽅市 津幡町 ⼟⽊職

姫路市 ⾦沢市 ⼟⽊職

姫路市 輪島市 ⼟⽊職

尼崎市 ⽳⽔町 ⼟⽊職

明⽯市 輪島市 ⼀般事務（⼟地区画整理事業）

和歌⼭市 能登町 ⼀般事務（介護等保険事務）

松江市 珠洲市 ⼀般事務（復興計画策定、公費
解体）、⼟⽊職

倉敷市 珠洲市 ⼀般事務（公費解体）

倉敷市 ⽻咋市 ⼟⽊職

呉市 輪島市 ⼀般事務（公費解体）

福⼭市 輪島市 ⼀般事務（公費解体）、⼟⽊職

派遣元 派遣先 職種

⾼松市 珠洲市 ⼀般事務（公費解体）

松⼭市 志賀町 ⼀般事務（公費解体）

⾼知市 七尾市 ⼟⽊職

⾼知市 志賀町 ⼟⽊職

⻑崎市 朝倉市 ⼀般事務（契約事務等）

⻑崎市 珠洲市 ⼀般事務等（応急修理等の制度
説明窓⼝）

⼤分市 ⾦沢市 建築職

宮崎市 中能登町 ⼟⽊職

⿅児島市 能登町 ⼀般事務（廃棄物）

⿅児島市 朝倉市 ⼀般事務（契約事務等）

⿅児島市 益城町 ⼟⽊職

⿅児島市 ⼈吉市 ⼀般事務（新築家屋調査事務）、
⼟⽊職

⿅児島市 椎葉村 ⼟⽊職
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令和７年度における被災市区町村に対する中⻑期職員派遣概数調査の結果①

○ 概数調査の調査結果（令和６年７月３１日現在）（次ページ参照）

要望地方公共団体 ３０市町村（７県）

全国への職員派遣要望予定人数 ２９８名

（技術職員１８６名、一般事務等１１２名）

○ 正式な職員派遣依頼は、全国市長会を通して、１１月中旬発出の予定。

⇒ 各団体におかれては、被災地方公共団体の窮状を御理解いただき、令和７年度

においても、職員派遣の御検討をお願いいたします。

※ なお、上記の全国への職員派遣要望予定人数は、令和６年７月末時点の状況であるため、７月
以降の災害発生状況に加えて、今後被災市区町村における職員採用等による独自の職員確保や、
被災都道府県内又は被災都道府県が属する地域ブロック内からの派遣による職員確保等調整の結
果により、変更となる可能性があります。

○ 概数調査の結果及び職員派遣のお願い
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令和７年度における被災市区町村に対する中⻑期職員派遣概数調査の結果②

○ 要望地方公共団体 ３０市町村（７県）

○ 全国への職員派遣要望予定人数 ２９８人

○ 令和７年度要望数は、令和６年度比１８３人増加。災害別では、令和６年能登半島地震の要望が全要望の約７割を占めている。
また、東日本大震災（福島県）関係も引き続き要望がなされている。技術職員及び一般事務ともに要望の多くの応援派遣を必
要としており、そのうち技術職員については、特に土木職のニーズが高い。

○ 中長期職員派遣概数調査の概要

○ 災害別要望内訳 ○ 職種別要望内訳

災害名 R7人数
※１

R6人数
※２

増減

東日本大震災（平成２３年） ６９名 ７３名 ▲４名

平成２８年熊本地震 １名 ３名 ▲２名

平成２９年７月九州北部豪雨 １名 ２名 ▲１名

令和２年７月豪雨 ４名 ７名 ▲３名

熱海市伊豆山土石流災害
（令和３年）

３名 ３名 ±０名

令和４年８月豪雨 ０名 ３名 ▲３名

令和４年台風１４号 １名 ３名 ▲２名

令和５年梅雨前線豪雨等 １０名 １９名 ▲９名

令和５年台風１３号 ０名 ２名 ▲２名

令和６年能登半島地震（※３） ２０９名 ー ＋２０９名

合計 ２９８名 １１５名 ＋１８３名

職種名
R7人数
※１

R6人数
※２

増減

技術職員（４業種） １８６名 ５６名 ＋１３０名

土木 １００名 ２４名 ＋７６名

建築 ２４名 ７名 ＋１７名

農業土木 ４７名 ２０名 ＋２７名

林業 １５名 ５名 ＋１０名

一般事務 ９３名 ５１名 ＋４２名

機械 ０名 １名 ▲１名

保健師 １６名 ５名 ＋１１名

その他 ３名 ２名 ＋１名

合計 ２９８名 １１５名 ＋１８３名

※１ なお、上記の全国への職員派遣要望予定人数は、令和６年７月末時点の状況であるため、７月以降の災害発生状況に加えて、今後被災市区町村における職員採用等による独自の
職員確保や、被災都道府県内又は被災都道府県が属する地域ブロック内からの派遣による職員確保等調整の結果により、変更となる可能性があります。

※２ 令和５年11月17日時点。
※３ このほか、令和６年能登半島地震に係る被災市町から上下水道に係る要望予定人数は８８名。今後、関係省庁等から各地方公共団体の事業担当課宛てに中長期派遣について協力

依頼がなされる予定。 427



令和７年度における被災市区町村に対する中⻑期職員派遣概数調査の結果③

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計※

東日本大震災（平成２３年） 福島県

南相馬市
土木１名、一般事務 ２名、
保健師 １名

４名

広野町 土木 １名 １名

楢葉町 土木 １名、一般事務 １名 ２名

富岡町
土木 ６名、建築 １名、
農業土木 １名、一般事務 １１名、
保健師 ２名

２１名

大熊町 土木 ３名、保健師 １名 ４名

双葉町
土木 ２名、建築 ２名、
農業土木 ２名、一般事務 １１名、
保健師 ２名

１９名

浪江町
土木 １名、建築 １名、
一般事務 １２名

１４名

飯舘村
農業土木１名、一般事務 ２名
その他（保育教諭（こども園））１名

４名

（福島県計） （６９名）

○ 福島県では、避難指示の解除に伴って、住民帰還に向けた復旧・復興事業が本格化するところであり、全国からの中長期職
員派遣を必要としている。

○ 市区町村別要望内訳（１）
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○ 石川県及び富山県では、令和６年能登半島地震に係る復旧・復興事業を担う職員が不足している状況にあり、技術職員を中
心に引き続き、中長期職員派遣を必要としている。

令和７年度における被災市区町村に対する中⻑期職員派遣概数調査の結果④

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計※

令和６年能登半島地震 富山県

富山市 土木 ２名 ２名

高岡市 土木 １名、建築 １名 ２名

氷見市 土木 ５名、農業土木 ３名 ８名

（富山県計） （１２名）

令和６年能登半島地震 石川県

金沢市 土木 ４名、建築 １名、 ５名

七尾市
土木 ４名、建築 ２名、
農業土木 ４名、保健師 ２名

１２名

輪島市
土木 １０名、建築 ３名、
農業土木 １名、林業 ２名、
一般事務 １２名、保健師 ４名

３２名

珠洲市
土木 ２１名、建築 ５名、
農業土木 ９名、林業 ６名、
一般事務 ２名、保健師 ２名

４５名

羽咋市
土木 ３名、農業土木 １名、
一般事務 ２名

６名

かほく市 土木 ３名、一般事務 １名 ４名

津幡町 土木 １名 １名

内灘町
土木 ４名、建築 ２名
一般事務 ３名

９名

○ 市区町村別要望内訳（２）
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令和７年度における被災市区町村に対する中⻑期職員派遣概数調査の結果⑤

災害名 都道府県 市町村 職種・人数 人数計※

令和６年能登半島地震 石川県

志賀町
土木 ４名、農業土木 ４名、
一般事務 ９名

１７名

宝達志水町 農業土木 １名 １名

中能登町 農業土木 １名、一般事務 １名 ２名

穴水町
土木 ４名、農業土木 ３名、
林業 ３名、一般事務 ３名
管理栄養士 ２名、保健師 ２名

１７名

能登町
土木 １４名、建築 ６名
農業土木 ５名、林業 ３名
一般事務 １８名

４６名

（石川県計） （１９７名）

熱海市伊豆山土石流災害（令和３年） 静岡県 熱海市 土木 ３名 ３名

平成２９年７月九州北部豪雨
福岡県 朝倉市

農業土木 １名 １名

令和５年梅雨前線豪雨等 農業土木 ９名、一般事務 １名 １０名

（福岡県計） （１１名）

平成２８年熊本地震

熊本県

益城町 土木 １名 １名

令和２年７月豪雨
人吉市 土木 １名、一般事務 ２名 ３名

球磨村 農業土木 １名 １名

（熊本県計） （５名）

令和４年台風１４号 宮崎県 諸塚村 林業 １名 １名

合計 ７県 ３０市町村 ２９８名

○ 市区町村別要望内訳（３）

※ このほか、令和６年能登半島地震に係る被災市町から上下水道に係る要望予定人数は８８名。今後、関係省庁等から各地方公共団体の事業担当課宛てに中長期派遣について協力依頼がなされる予定。 730



被災市区町村における現状について

○ 被災地における現状については、９月６日（金）開催の被災地方公共団体に対する中長期の職員派遣に関するオンライン説明
会の石川県、富山県、熊本県及び福島県資料を御参照ください。

○ 上記資料は、９月６日（金）中核市市長会東京事務所から各中核市人事担当部局宛てにお届けしています。

○ 被災市区町村における現状

8

○石川県資料

○富山県資料

○熊本県資料

○福島県資料

【資料の例】
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【参考】関係省庁等と連携した中⻑期派遣に係る調整について

○ 被災地方公共団体からの中長期職員派遣要望については、関係省庁等と連携して調整。

○ 関係省庁等と連携した派遣調整

要望 関係省庁等

上水道 国土交通省（日本水道協会）

下水道 国土交通省（日本下水道協会）

下水道（集落排水関係） 農林水産省、水産庁

下水道（浄化槽関係） 環境省

一般事務等（公費解体） 環境省

一般事務等（保健師） 厚生労働省

一般事務等（管理栄養士） 厚生労働省

※ このほか、「総務省、全国市長会及び全国町村会による被災市区町村に対する中長期の職員派遣制度」及び「復旧・復興支援技術職員派遣制度」については、全国知事会、全国市長
会、全国町村会及び指定都市市長会と連携し調整。
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令和６年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R7年度の
被災団体
要望照会

（〜R6災害）
派遣依頼 第⼀次締切 第⼆次締切

R6年度の
被災団体

概数要望照会
（〜R5災害）

個別訪問
（県・政令市）

個別訪問
（中核市・特別

区）

年間を通じ、地⽅三団体等関係団体が開催する会合に出席し、ニーズを説明するとともに派遣を依頼

オンライン
説明会

⼤⾂書簡発出

「特定⾮常災害」に指定されるなどの⼤規模な災害が発⽣した場合は、当該災害について、個別に要望照会し、令和６年度内の派遣調整を実施

オンライン
説明会

（参考）令和７年度に向けた派遣依頼スケジュール（予定）
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（派遣要請）

被
災
市
区
町
村

被
災
都
道
府
県

総
務
省

全
国
市
長
会
・
町
村
会

全
国
市
区
町
村

全国都道府県

（派遣申出）

【
市
区
町
村→

市
区
町
村
支
援
】

【都道府県→市区町村支援】

① 被災都道府県において、当該都
道府県からの職員派遣及び都道府
県内市区町村への派遣要請を行う。

② 需要が充足されない場合、地域
ブロック内の都道府県及び市区町村
に派遣要請を行う。

③ ②をもってなお需要が充足さ
れない職員数について、被災都道
府県が総務省に対し、派遣要請を
行う。

（参考）総務省、全国市⻑会及び全国町村会による被災市町村に対する中⻑期の職員派遣制度
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